
様式第６号(第２条関係) 

委員会等の会議録 
 

１ 会議名 令和７年度 第２回御荘夢創造館運営懇話会 

２ 議題 

(１) 令和７年度 事業状況報告について 
(２) 令和７年度 利用者数について 
(３) 令和８年度 事業実施計画案について 
(４) その他 

３ 開催日時 令和８年２月 18日（水） 14時 00分から 15時 00分まで 

４ 開催場所 御荘夢創造館 １階 児童劇場 

５ 傍聴者数 ０人 

出席者 

６ 委員氏名 

坂尾 良美、山本 みよ香、早川 和吉、吉田 貴子 

稲垣 大介、谷口 さとみ、吉田 理香、山岡 基樹 

平田 千恵、三好 満生子 

７ 担当所属 

所属名 御荘夢創造館 

担当職員 
(職・氏名) 

館長 竹村 由美子 
係長 二神 嘉奈子 
主査 小山 智美 

８ その他の
出席職員 

所属名 子育て支援課 

出席職員 
(職・氏名) 

課長 土居 純子 

議事内容(次ページから) 
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ただ今から令和７年度第２回御荘夢創造館運営懇話会を開催
します。 
始めに、館長の竹村から、開会の挨拶を申し上げます。 

 
(開会挨拶) 

 
本日の進行は、愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱

により、担当の職員である二神が務めます。 
また、本日の会議は、愛南町御荘夢創造館の運営及び児童の

健全な育成に関することを議題に、お手元の会次第に沿って進

めます。会議の終了後に会議録を作成して、町のホームページ
で公開することとなっています。会議録の作成と公開について
は、こちらに一任していただいてよろしいでしょうか。 
 
(異議なし) 

 
ありがとうございます。今回初めて参加される方もいらっし

ゃいますので、始めに、委員の皆様に自己紹介をしていただき
たいと思います。 
 

(自己紹介) 
 
それでは議題へ移ります。「議題(１)令和７年度事業実施状況

報告」について小山から報告します。 
 
(令和７年度事業実施状況について報告) 

 
事業実施状況報告が終わりましたが、御意見、御質問はあり

ませんか。 
 

４ページの一番上のヨガ教室ですが、南宇和高校の生徒がボ
ランティアで参加したという事ですが、生徒が指導されたので
すか。 
 
保護者向けのヨガ教室なので、お子さんを連れてきていただ

いて、幼児や小学生の託児に高校生に入ってもらっています。 
 
託児なのですね。 
 
はい。 
 

指摘事項で大変申し訳ないのですが、今日、２月 18日の会議
で、１月の実績が出ていないのは資料作りとしてはどうなので
しょう。この資料をいつ作ったのか分かりませんが、１月の資
料に数字が入っていないというのは、報告としていかがなもの
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かなと思います。今回は仕方がないですが、今後は直近の資料
を作って、せめて１月中の実績が見えるものを、この会に出し
ていただけたら良いのではないかと思います。 
 
はい。 
 
４ページの下のジャンボかるたの後、追加事業があったとい

うことなので、それも含めて、できる限り直近の資料をお願い
できたらと思います。 
 
分かりました。 

 
ほかに御意見、御質問はありませんか。 
 

 (意見なし) 
 
ないようなので、次に、「議題(２)令和７年度利用者数、令和

８年度事業実施計画案」について小山から説明します。 
 
(令和７年度利用者数、令和８年度事業実施計画案について説

明) 

 
議題(２)について、御意見、御質問はありませんか。 
 
(意見なし) 

 
ないようなので、議題(３)その他に移ります。子育て支援課

長の土居から、指定管理者制度への移行について説明します。 
 
(指定管理者制度への移行について説明) 
皆様から、新しい児童館に期待することや不安なことなど、

御意見等ありましたらお伺いできればと思います。 
 
私は、「作ってあそぼう」を１回見せていただいたんですが、

先生方がすごく工夫されて、とてもすばらしいと思ったのです
が、先生方は町の職員ということなので、(管理が)よその所に
変わると、指定管理事業所から別の先生方が来られるのですか。 
 
児童館として行うべき事柄は町で決めているので、それにつ

いては変わりませんが、指定管理者制度ということで施設の管
理と児童館の運営全てを事業者にお任せするため、一体どうい
った事業内容で行うか、どのような方に講師を依頼するのか等

の詳細についてはまだ決まっていません。 
 
計画など綿密に立てられていて、子どもたち、特に御荘地区

の子どもたちは、ここに来ればいろいろな事業に参加できてと
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ても良いことだと思うのですけど、先生方が変わると、内容も
変わっていくのではないかと思って、同じように維持されてい
けば良いなと思います。 
 
その辺りは、急に何もかも変わっていくようなことがないよ

うに、引継ぎをしっかりしていこうと考えています。 
 
今の職員は、４月から全く違う職員になるのですか。 
 
今の職員は町の職員なので、民間の事業所に移行することに

なれば、その事業所の職員が運営していくことになります。 

 
来年からこの懇話会はどうなりますか。 
 
この懇話会は、愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱

によって設置を義務付けられていて、皆様から意見を聞いて運
営に生かしていこうという目的で行われているものです。 
これが指定管理になった場合、外部の意見をどう反映させて

いくのか、どう評価していくのかということは、請け負った事
業所の考えや、形態などに関わってくるかと思います。 
町としては、地域の方の意見や、子どもたちのニーズが反映

されるような形で運営をしていただくようお願いはします。も
しかしたら皆さんに、引き続き御意見を聞かせてくださいと声
が掛かる可能性もありますし、その事業所の関連団体等に声を
掛けるかもしれませんが、皆様の意見を反映できるようなシス
テムというか、そういうものを用意してもらうようにお願いを
しますし、管理運営は任せますが、町として実績や運営方法等
の確認をしながら関わっていきます。 
 
ありがとうございます。 
 

議会を通って決定されるのはいつ頃になりますか。 
 
３月６日が議会初日で、翌週の 19日が最終日なので、どちら

かで決定をすることになります。議案が通れば、４月から指定
管理に移行することになります。業者の選定の可否について議
案を上げるので、ここで否決されると、来年度も今までと同じ
体制でスタートすることになりますので、懇話会委員の皆様に
も引き続きお願いすることになるかと思います。 
 
その指定管理者は、一度決まったら、変わることはないので

すか。それとも何年かごとに変わるのでしょうか。 

 
今、愛南町で指定管理者制度によって運営している場所は全

部観光施設なのですが、５年ごとに更新していて、その度に議
会の議案に上げ決定されていますが、今回は３年としています。
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もちろん、年度ごとに実績報告をしてもらい町が確認し、場合
によっては短縮されることも考えられますが、基本的には３年
としています。 
 
ありがとうございます。 
 
新しい指定管理がもし選定されれば、開始は４月１日からと

いうことですが、議会が終わるのが３月中旬頃ということで、
残りの期間で準備をされるということですか。 
 
そうですね、夢創造館も、指定管理者制度に移行してもしな

くても困らないように、少しずつ片づけや準備をしており、引
継ぎができる体制を整えています。 
 
利用者の方に御迷惑がかからないような形で引き継げるよう

に準備しています。 
 
利用者の方が一番不安になるのではないかと思います。指定

管理ということで、管理者が変わるとどうなるのかなというよ
うなことが、一般の方々やお母さん方もあると思うので、そこ
を不安なく利用できるような形で努力していただきたいなと思

います。 
 
そのことについてはしっかりと考えていきます。 

 
不安もあるのですけど、何かすごく期待もしていて、今の職

員さんたちもすごく熱心にしてくださっていると思うのです
が、やはり一般の企業となると、子どもたちのために何かした
という思いを持って来てくださる職員もいるのかなと、楽しみ
に思います。 
 

なかなか町だと制約があってできないことなどもあります
が、今までとは違ういろいろなアイデアもあるかもしれません
ので、その辺りも楽しみにしていただければと思います。 
 
今までとても良くしていただいたので、今のままでも完璧な

児童館だ、何で変わるのか、ああ嫌だなと思う部分もあるので
すが、指定管理のことを知る前に、今回の会議でどのようなこ
とを発言しようかと考えていたことがあるのでお話します。 
何も言うことがないぐらいいろいろなことをしてくださって

いて、前回の懇話会で、遊びに来ていて水筒が空になった我が
子の話をしたらすぐに対応してくださって、「遊びに来たら飲物

を勧めてもらった。」と言ってました。ありがとうございました。 
こんな風にしていただいているので、もう何もないと思うの

ですが、それでも良くなるために何かないかなと考えて、指定
管理者の新しい方に引き継いでいただくとしたら、本のことか
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なと思いました。町内に図書館がないので、子どもたちは、自
分の小学校の図書室、文化センター、そしてここにある書籍を
読むと思うのですが、学校にある本のメインは児童書で、文化
センターは一般の方も利用されるので一般書も踏まえてバラン
スよくそろえられていると思います。こちらの児童館は、読み
聞かせもされてるし絵本もあって、二階には伝記や児童書など
ありますよね。小学校は児童書を、文化センターは一般書を網
羅しているということで、夢創造館としての特色を出しても良
いのではないかと思いました。例えば、学校にはコミックを置
いていないので、漫画を多く置いたり、もしくは、中々買えな
いような、しかけ絵本のような何人かで集まって楽しめる絵本

などを置いたりと、大きな図書館がない代わりに、学校や文化
センターとはちがった新しい図書室ができたら良いなと思いま
した。 
 
この場で出た意見は、もちろん引継ぎの中で指定管理者に伝

えます。 
 

 多分、夏頃に行われた親子参加のイベントなのですけど、申
込みではなく先着数十人という形だったと思います。知り合い
の幼児親子が参加しに行ったが、いっぱいになってしまって、

せっかく用意して行ったけど帰ることになってしまったという
話を聞きました。 
それなら、もう少し(大人数が参加できるよう)用意したり、

チケット制や申込み制にして、あらかじめ人数を把握して開催
したり、何かほかに手だてはなかったのかなと思いました。 
わくわくして用意して行って、入れないというのがかわいそ

うだと思いました。なかなか見込みが難いと思うのですが、大
きい町ではないので、皆が参加したいと思ったものには参加で
きると良いなと思いました。 
 

今回、夏の行事を夏まつりに変えて行ったのですが、昨年度
までは縁日という形で、小学生のみを対象とした申込み制とし
て、当日、縁日を開催している時間帯は、参加者のみが利用で
きるという形式で開催していました。 
しかし、開催している間参加者しか利用できないということ

と、二日間それぞれ午前中に開催したのですが、朝準備をして、
一度全部片付けて、午後からは通常どおり開館をして、また次
翌日の準備をするというのが効率的ではなかったことから、今
年度は新たな試みとして、１日を午前、午後に分けて、人数を
決めて、かつ、参加者のみではなく参加しない方も夢創造館を
御利用いただける、遊びながら縁日にも参加できる形を目指し

て開催しました。 
例年より参加人数を増やしていたのですが、その想定以上の

人に来ていただけまして、また先着順だったため、暑い中開館
前から並んで待っていただくこととなり、熱中症等も心配され
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ました。反省会等で職員からも意見が出まして、毎年冬に行っ
ていますクリスマス会については、申込制に戻すことにしまし
た。来年度の事業についても申込み制にしようと考えています。 
また、申込みがかなり多かったイベントは、参加人数を増や

す方向でできればと考えています。御意見ありがとうございま
す。 
 
一つ意見なのですけど、私の娘も５歳になって、靴の脱ぎ履

きも自分でできるようになって、利用しやすくなったのですけ
ど、小さい時は、部屋では靴を脱いで遊んでいて、ホールで遊
びたくなったら靴を履いて、トランポリンを使うためにまた靴

を脱いでというのがすごく大変で、裸足のまま走って出て行っ
て注意を受けたことがあり、小さい頃は創造館の利用を少し避
けていたところがありました。難しいとは思うのですが、中は
全部土足厳禁にしていただけたら、小さい子も遊びやすいなと、
靴の脱ぎ履きがないだけでも安心だなと思いました。 
 
御意見ありがとうございます。ほかに御意見、御質問はあり

ませんか。 
 
(意見なし) 

 
ほかにないようなので、その他の２番目、令和８年度安全計

画案について報告します。 
(令和８年度安全計画案について説明) 
御意見、御質問はありませんか。 
 
先ほどの話に続くのですが、この安全計画も施設管理者がこ

の計画どおりにやってくれるということですか。 
 
安全計画を定めて、それに沿って進めるということが定めら

れていますのでしてもらいます。 
 
それでは、これについては当然やるということですね。 
 
はい。補足になりますが、遊具の部分で職員と業者による遊

具点検を行っているところです。現状では見込みの話になるの
ですが、ブランコが老朽化で使えない状態のため、町の事業と
して、令和８度予算で撤去を考えています。ブランコとアップ
ルクライムを撤去し、代わりに東屋を建てるように計画してい
ます。遊具はなくなるのですが、夏場などは日陰もあまりない
ので、小さなお子さんが外に出たときに見守れるような、保護

者が座れる椅子があった方が良いのではないかという話もあり
計画しました。遊具についてはちょっと大きな遊具になります
が、向かいの公園に総合遊具もありますし、なかなか遊具設置
も難しいところがあり、今後、利用者から色々な意見を聞きな
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がら考えていく予定です。今年度、利用している子どもたちか
ら意見を聞きましたが、全てを一度に叶えることは難しい状況
です。ブランコを撤去後、同じ場所に新しくブランコを置くと
いうのが予算的に難しいということもあり、このように予定し
ています。 
 
安全計画についてですが、何回も申し訳ないのですけども、

近くにあいなんくるもあって、平城小学校の児童は両施設にお
世話になっています。避難訓練などという時に両施設で連携さ
れていると思うのですけども、新しい指定管理者に変わったと
きに、両方共通して利用している児童もいると思うので、これ

までどおり連携して避難訓練等を行ってもらえたらと思いま
す。 
あわせて、御荘霊苑に避難するだけでなく、状況によっては

平城小学校の校舎を使った避難の仕方もあるのでないかと思い
ました。もし、学校の方に避難する訓練をするということであ
れば協力できると思いますので、言っていただけたらと思いま
す。 
あと、いつも言わせてもらっているのですが、公園へ向かう

道路の車のことをいつも気にかけていただいて本当に助かって
います。下り坂になっていてスピードが出やすくなるところな

ので、子どもにも言うのですけど、指定管理者の方にも気にか
けて注意してもらえるように引き継いでもらえれば有り難いで
す。 
 
 分かりました。ありがとうございます。ほかに御意見、御質
問はありませんか。 
 
(意見なし) 
 
では、ほかに御意見がないようですので、最後に、資料はあ

りませんが報告します。先ほど吉田貴子委員からお話いただい
たように、前回の懇話会で、熱中症対策という形で、ウォータ
ークーラーのような水分を追加補給できるようなものはないか
と御意見いただきましたことを受けて、令和７年７月から、受
付で、希望する方にミネラルウォーターを提供し始めました。
館内に張り紙をして周知するとともに、７月以降、窓口に初め
て来る方やお子さんに声かけをして、必要な場合は受付に言っ
ていただければ、紙コップで提供したり、空になった水筒に補
充したりということで実施しました。７月の利用者は４人、８
月は９人、９月は 24 人の利用となっております。開始した７月
は周知できていなかったのか利用も少なかったのですが、徐々

に利用も増え、飲物があって助かったという御意見も頂きまし
た。10 月以降も月に３人から５人程度、継続して利用する方が
いらっしゃる状況です。以上です。御意見、御質問はありませ
んか。 
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(意見なし) 
 
ないようなので、以上をもちまして、令和７年度第２回御荘

夢創造館運営懇話会を終了します。本日はありがとうございま
した。 

 


